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横芝光町農業委員会８月第５回定例総会議事録

１．開催日時 令和５年８月７日(月) 午後１時３０分～午後２時１０分

２．開催場所 横芝光町役場 第３会議室

３．出席委員 （１０名）

会 長 ４番 伊藤 靖雄

会長職務代理者 ８番 伊藤 博明

委 員 １番 小川 文彦 ２番 川島 理昭

５番 伊藤 直樹 ６番 花澤 成晃

９番 鈴木 茂樹 １０番 下高原 美津子

１１番 伊藤 裕児 １２番 秋葉 芳明

４．欠席委員（２名） ３番 永野 邦子 ７番 向後 隆輝

５．農業委員会事務局職員

事務局長 高宮芳宏

農政班長 布施裕章

６．議事日程

日程第１ 議事録署名委員及び会議書記指名の件

日程第２ 議案第１号

農地法第３条の規定による許可申請に対する許否決定について

日程第３ 議案第２号

農地法第５条の規定による許可申請に対する県への意見について

日程第４ 議案第３号

令和５年度第５次農用地利用集積計画（案）の承認について
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７．会議の概要

事務局 これより、令和５年８月第５回農業委員会定例総会を開会します。

はじめに伊藤会長よりご挨拶を申し上げます。

会 長 （伊藤会長挨拶）

ありがとうございました。

事務局

議 長

事務局

本日は、３番 永野 邦子委員、７番 向後 隆輝委員より欠席の連絡

がありましたので、報告いたします。

本日の出席委員は、１０名です。過半数が出席していますので、会議規

則第６条の規定により、本総会は成立しております。

それでは会議規則第４条の規定により、以後の議事進行につきまして

は、伊藤会長に議長をお願いいたします。

それでは、議長を務めさせていただきます。

これから議事に入ります。

日程第１ 議事録署名委員及び会議書記の指名を行います。会議規則第

１３条第２項の規定により、議長が指名することで、ご異議ございません

か。

（異議なしの声）

異議なしの声がありましたので、指名します。

１番 小川 文彦委員、１２番 秋葉 芳明委員にお願いします。

なお、会議書記には、事務局の布施班長を指名いたします。

日程第２ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請に対する

許否決定について上程いたします。事務局に議案の朗読並びに説明をお願

いします。

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請に対する許否決定に

ついて

農地法第３条による許可申請書が提出されたので本会の議決を求める。

令和５年８月７日提出 横芝光町農業委員会長 伊藤 靖雄

次のページをご覧ください。
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議 長

２ 番

議 長

事務局

今回の３条の許可申請は、１件です。

なお、譲受人と譲渡人は資料に記載のとおりです。

申請地の位置図を添付していますのでご覧ください。

申請地は、虫生字ミノワタの畑１筆、２５１㎡です。

令和５年６月に所有権移転することで許可済ですが、譲渡人が経営移譲

年金受給継続のため、登記完了後、速やかに譲受人と夫婦間で使用貸借権

の設定が必要であり、今回の申請となりました。高齢により農業ができな

い譲渡人から、譲受人は贈与により所有権移転をしようとする申請です。

以上、議案第１号の説明でございます。

ありがとうございました。ただいま議案第１号の朗読並びに説明が終わ

りました。

本案件について、担当委員の説明を求めます。

２番 川島です。譲渡人が継続して、農業者年金を受給するための貸し

借りであり、問題ありません。よろしくお願いします。

ありがとうございました。ただいま説明が終りましたので、本案件につ

いて質疑を許します。質疑のある方は、挙手のうえ発言をお願いします。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、本案件について採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成する方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって本案件については、原案のとおり決定いたしました。

続いて、日程第３ 議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請に

対する県への意見についてを上程いたします。

事務局に、議案の朗読並びに説明をお願いします。

議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請に対する県への意見

について

農地法第５条による許可申請書が提出されたので本会の意見を求める。

令和５年８月７日提出 横芝光町農業委員会長 伊藤 靖雄
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次のページをご覧ください。

今回の５条の許可申請は３件です。

なお、譲受人と譲渡人はそれぞれ資料に記載のとおりです。

申請地①の土地は宮川字水玉幸谷の田１筆、５７９㎡です。

転用の目的は一般専用住宅１棟と車庫１棟になります。

申請地①の位置図、公図、土地利用計画図を添付していますのでご覧く

ださい。

申請地は、横芝光町役場から南へ約４００ｍの位置にあり、第１種住居

地域に所在します。

ここは都市計画法に基づく用途地域が定められていることから、第３種

農地と判断できます。

譲受人は芝山町に職場がありますが、来春に結婚を控え実家のある横芝

光町内で新居を建てる土地を探しておりました。共働きを予定しているこ

とから、実家に近く親からの子育ての協力が得やすい本申請地を選定した

ものです。

申請地は、土地改良区の受益地外を確認しております。

雨水は地下浸透とし、生活排水は合併浄化槽で大利根土地改良区管理の

農業用水路へ放流する計画です。

転用期間は令和５年１０月１日から令和６年４月３０日までを予定し

ております。

土地代金や建設費は自己資金及び借入金により賄う予定であり、金融機

関からの事前審査結果回答書により融資が見込めることを確認していま

す。

続いて申請地②の土地は、中台字櫻前の現況が畑１筆、１，０１８㎡で

す。

転用の目的は太陽光発電設備の設置になります。

申請地②の位置図、公図、土地利用計画図を添付していますのでご覧く

ださい。

申請地②は、松尾横芝 ICから北へ約１，４００ｍの位置にあります。
譲受人は大阪の会社ですが関東でも再生可能エネルギー事業を行って

おり、県内では市原市、木更津市、野田市等で農地転用許可を受け太陽光

発電設備を設置しております。

ここは農用地区域内にある農地以外の農地であって、第１種、第３種農
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地のいずれの要件にも合致しないことから、第２種農地と判断しました。

第２種農地は、周辺の他の土地で代替可能かどうかが審査されますが、

譲受人及び配偶者の所有する農地を確認したところ、いずれも耕作がなさ

れていることから代替性はないものと判定しました。

なお、本申請地は台帳地目は山林であるものの、現況が畑とされている

ことから、転用申請があったものです。

土地改良区の受益地外となっており、雨水は地下浸透で処理します。

転用期間は令和５年９月１日から令和５年１０月３０日までを予定し

ております。

建設費等は、自己資金より賄う予定であり、金融機関の預金残高証明書

により必要な資金を確保していることを確認しました。

なお、発電した電気は代表取締役を同一人とする別会社へ売電するとの

ことです。

次に申請地③の土地は、北清水字清水の畑１筆、９５９㎡です。

転用の目的は資材置場及び駐車場になります。

申請地③の位置図、公図、土地利用計画図を添付していますのでご覧く

ださい。

申請地③は、横芝駅から南東へ約２，８００ｍの位置にあります。

譲受人は、隣接地で金属加工を営む事業者で、既存敷地に完成品・仕掛

品・加工用の型である治具を置いてきましたが、荷役スペースが狭いため

運搬車両が到着するたびに移動させており、手狭な敷地の解消が課題でし

た。

一方、譲渡人は令和元年度当時、新たな事業として製缶業を始めるため、

工場用地として申請地③の転用許可を受けていました。しかし、コロナ禍

により需要が低迷したため、新規事業はとりやめ経営計画を見直し、転用

許可の取下願を申請してきました。今回の転用申請は、その許可取下げと

同時申請となります。

ここは農用地区域内にある農地以外の農地であって、第１種、第３種農

地のいずれの要件にも合致しないことから、第２種農地と判断しました。

第２種農地は、周辺の他の土地で代替可能かどうかが審査されますが、

譲受人は自社敷地と地続きの本申請地を所有することで、製品の保管や運

搬車両への積み込みの利便性が増すこと、代表取締役が所有する農地を確

認したところ本申請地の西隣に１筆所有する畑がありましたが、面積が約
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議 長

９ 番

議 長

１ 番

議 長

５００㎡と狭く、自社敷地と地続きにならないことから代替性はないもの

と判定しました。

土地改良区の受益地外の土地であり、雨水は地下浸透で処理します。

転用期間は令和５年１０月１日から令和５年１１月３０日までを予定

しております。

土地代金等は、自己資金により賄う予定であり、金融機関の預金残高証

明書により必要な資金を確保していることを確認しました。

説明は、以上です。

ありがとうございました。ただいま議案第２号の朗読並びに説明が終わ

りました。本案件は５条案件ですので、それぞれ担当委員から説明を求め

ます。

まず１件目の案件について、担当委員の説明を求めます。鈴木委員。

９番 鈴木です。本件は、現地を確認したところ田としての利用はされ

ておらず、土地改良区の受益地外であり、排水の同意も得ていることから

問題ないと考えられます。よろしくお願いします。

ありがとうございました。説明が終わりましたので、１件目の案件につ

いて質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、１件目の案件についての採決を行

います。原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって１件目の案件については、原案のとおり許可相当とし

て県知事に意見書を送付します

続いて２件目の案件について、担当委員の説明を求めます。

１番 小川です。本件は、現地を確認したところ耕作はされておらず、

排水は雨水ということで、また土砂の流出の恐れもないことから、特に問

題ないと思われます。よろしくお願いします。

ありがとうございました。ただいま説明が終わりましたので、２件目の
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８ 番

議 長

事務局

案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、２件目の案件について採決を行い

ます。原案のとおり決定することに賛成する方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって２件目の案件については、原案のとおり許可相当とし

て県知事に意見書を送付します

続いて３件目の案件について、担当委員の説明を求めます。

８番 伊藤です。 本件は、現地を確認したところ耕作はなされておら

ず、排水は雨水のみであり、土砂の流出の恐れもないことから、問題はな

いと考えます。よろしくお願いします。

ありがとうございました。ただいま説明が終わりましたので、３件目の

案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、３件目の案件について採決を行い

ます。原案のとおり決定することに賛成する方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって３件目の案件については、原案のとおり許可相当とし

て県知事に意見書を送付します。

続いて、日程第４ 議案第３号 令和５年度第５次農用地利用集積計画

（案）の承認についてを上程します。事務局に議案の朗読並びに説明をお

願いします。

議案第３号 令和５年度第５次農用地利用集積計画（案）の承認につい

て

農業経営基盤強化促進法等改正法附則第５条第２項の規定によりなお

その効力を有するものとされる旧農業経営基盤強化促進法第１８条第１

項の規定により令和５年度第５次農用地利用集積計画(案)が提出された
ので、本会の議決を求める。

令和５年８月７日提出 横芝光町農業委員会長 伊藤 靖雄
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次のページをご覧ください。

今回の利用集積は、中間管理機構設定が１４件です。

利用権を設定する者と利用権設定を受ける者は資料に記載のとおりで

す。利用権を設定する農地ですが、１件目は、篠本字内新田の田３筆、字

下沼の田１筆、字下埜の田１筆、合計５筆、１７，９３６㎡、期間は約１

０年間です。設定する権利は賃借権です。

２件目は、木戸台字下笠松の田１筆、字羽抜の田８筆、字居合の田３筆、

字下田の田７筆、字縄添の田１筆、合計２０筆、１７，７６８㎡、期間は

約１０年間です。設定する権利は賃借権です。

３件目は、於幾字榎町の田６筆、坂田字新田前の田４筆、古川字引舟の

田２筆、字新田前の田２筆、両国新田字屋敷後の田５筆、字小松の田５筆、

合計２４筆、１９，５７０㎡、期間は約１０年間です。設定する権利は賃

借権です。

４件目は、木戸台字下笠松の田３筆、字羽抜の田１筆、字居合の田６筆、

縄添の田１筆、字西川田の田２筆、字東川田の田１筆、字宿の下の田４筆、

合計１８筆、１４，７９５㎡、期間は約１０年間です。設定する権利は賃

借権です。

５件目は、中台字松和田の畑１筆、６４７㎡、期間は約１０年間です。

設定する権利は賃借権です。

６件目は、中台字新屋敷台の畑５筆、合計４，８５５㎡、期間は約１０

年間です。設定する権利は賃借権です。

７件目は、木戸字十割の田２筆、合計２，８５６㎡、期間は約１０年間

です。設定する権利は賃借権です。

８件目は、木戸字一割の田１筆、字六割の田２筆、合計３筆、５，１２

３㎡、期間は約１０年間です。設定する権利は賃借権です。

９件目は、木戸字二十七割の田１筆、１，３９０㎡、期間は約１０年間

です。設定する権利は賃借権です。

１０件目は、木戸字一割の田１筆、字六割の田３筆、字十割の田１筆、

合計５筆、８，５１０㎡、期間は約１０年間です。設定する権利は賃借権

です。

１１件目は、木戸字六割の田２筆、字十割の田１筆、合計３筆、２，３

２５㎡、期間は約１０年間です。設定する権利は賃借権です。

１２件目は、木戸字一割の田１筆、字三割の田３筆、字六割の田１筆、

字十割の田１筆、合計６筆、１１，９６６㎡、期間は約１０年間です。設
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議 長

定する権利は賃借権です。

１３件目は、宮川字名木の畑５筆、合計９，２１９㎡、期間は約１０年

間です。設定する権利は、賃借権です。

１４件目は、宮川字名木の畑１筆、１，６８１㎡、期間は約１０年間で

す。設定する権利は賃借権です。

なお、本計画（案）につきましては、旧農業経営基盤強化促進法第１８

条第３項の要件を満たしていると考えます。

以上、議案第４号の説明とさせていただきます。

ありがとうございました。はじめに１件目の案件について、審議を行い

ますが、この案件は記載のとおり、花澤成晃委員に直接関係があり、議事

参与の制限に該当することから、会議規則第十条の規定により、採決が終

了するまでの間、花澤成晃委員の本件への質疑を禁止します。

それでは１件目の案件について質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、１件目の案件について採決をいた

します。原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって１件目の案件については、原案のとおり決定いたしま

した。花澤成晃委員への発言禁止を解きます。

続いて２件目の案件について質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、２件目の案件について採決をしま

す。原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって２件目の案件については、原案のとおり決定しました。

続いて３件目の案件について質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、３件目の案件について採決を行い

ます。原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって３件目の案件については、原案のとおり決定しました。

続いて４件目の案件について質疑を許します。

（質疑なし）
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質疑ありませんので、質疑を終了し、４件目の案件について採決を行い

ます。原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって４件目の案件については、原案のとおり決定いたしま

した。

続いて５件目の案件について質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、５件目の案件について採決を行い

ます。原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって５件目の案件については、原案のとおり決定いたしま

した。

続いて６件目の案件について質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、６件目の案件について採決を行い

ます。原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって６件目の案件については、原案のとおり決定いたしま

した。

続いて７件目の案件について質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、７件目の案件について採決を行い

ます。原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって７件目の案件については、原案のとおり決定いたしま

した。

続いて８件目の案件について質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、８件目の案件について採決を行い

ます。原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって８件目の案件については、原案のとおり決定いたしま

した。

続いて９件目の案件について質疑を許します。
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（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、９件目の案件について採決をいた

します。原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって９件目の案件については、原案のとおり決定いたしま

した。

続いて１０件目の案件について、審議を行いますが、記載のとおり、１

０件目から１２件目まで伊藤直樹委員に直接関係がありますので、議事参

与の制限に該当するので、会議規則第十条の規定により、採決が終了する

までの間、伊藤直樹委員の本件への質疑を禁止いたします。

それでは、１０件目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、１０件目の案件についての採決を

行います。原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって１０件目の案件については、原案のとおり決定いたし

ました。

続いて１１件目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、１１件目の案件についての採決を

行います。原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって１１件目の案件については、原案のとおり決定いたし

ました。

続いて１２件目の案件について質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、１２件目の案件についての採決を

行います。原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって１２件目の案件については、原案のとおり決定いたし

ました。伊藤直樹委員への発言禁止を解きます。

続いて１３件目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、１３件目の案件について採決を行
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います。原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって１３件目の案件については、原案のとおり決定いたし

ました。

続いて１４件目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了し、１４件目の案件についての採決を

行います。原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって１４件目の案件については、原案のとおり決定いたし

ました。

以上で提案されました議案のすべての審議を終了いたしました。慎重審

議ありがとうございました。以上で議長を降ります。

事務局 以上をもちまして、令和５年８月第５回農業委員会定例総会を閉会しま

す。


